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イ
ン
ド
で
は
選
挙
は
政
治
活
動
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
イ
ベ
ン
ト
で

も
あ
る
。
選
挙
は
、
大
統
領
、
連
邦
議

会
の
下
院
お
よ
び
上
院
、
州
議
会
（
大

き
な
州
で
は
上
院
が
設
置
さ
れ
て
い
る

場
合
も
あ
る
）、
州
の
県
︱
郡
︱
行
政

村
と
基
本
的
に
三
層
に
分
か
れ
る
地
方

自
治
体
で
あ
る
「
パ
ン
チ
ャ
ー
ヤ
ト
制

度
」
な
ど
、
多
層
で
行
わ
れ
る
。
パ
ン

チ
ャ
ー
ヤ
ト
制
度
は
一
九
九
三
年
の
憲

法
改
正
に
よ
っ
て
制
度
の
基
本
部
分
は

全
国
一
様
と
な
っ
た
が
、
州
の
管
轄
事

項
で
あ
る
た
め
、
州
ご
と
に
細
部
の
名

称
、
仕
組
み
は
異
な
る
。
こ
の
な
か
で

人
々
の
直
接
選
挙
に
よ
り
議
員
が
選
出

さ
れ
る
の
は
連
邦
議
会
下
院
、
州
議
会
、

お
よ
び
、
パ
ン
チ
ャ
ー
ヤ
ト
制
度
で
あ

る
。
選
挙
は
五
年
ご
と
に
小
選
挙
区
制

で
行
わ
れ
る
（
ジ
ャ
ン
ム
ー
・
カ
シ
ミ

ー
ル
州
の
州
議
会
の
み
六
年
ご
と
）。

有
権
者
の
年
齢
は
一
九
八
八
年
よ
り

二
一
歳
か
ら
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ

た
。
独
立
以
来
、
イ
ン
ド
で
は
選
挙
は

定
期
的
に
行
わ
れ
、
多
く
の
問
題
を
抱

え
つ
つ
も
定
着
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
。
そ
こ
に
は
社
会
の
多
様
性
を
反
映

し
て
日
本
で
は
み
ら
れ
な
い
様
々
な
仕

組
み
が
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
特

徴
は
多
様
な
民
族
や
後
進
的
階
層
間
の

バ
ラ
ン
ス
の
重
視
で
あ
る
。

●
連
邦
制
に
お
け
る
州
間
の
バ
ラ

ン
ス

　

民
族
的
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
連

邦
下
院
議
員
定
数
の
州
間
の
配
分
が
長

期
に
わ
た
り
固
定
さ
れ
て
い
る
の
が
重

要
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
も
長
期
的
な
人

口
変
動
に
対
応
す
る
た
め
、
一
〇
年
ご

と
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
の
デ
ー
タ
に

基
づ
き
定
期
的
に
区
割
り
が
行
わ
れ
て

い
る（
最
新
は
二
〇
〇
八
年
）。
し
か
し
、

一
九
七
六
年
に
は
一
九
七
一
年
国
勢
調

査
に
基
づ
い
て
州
間
の
議
席
配
分
を

二
〇
〇
〇
年
ま
で
固
定
す
る
こ
と
、
さ

ら
に
二
〇
〇
一
年
に
は
議
席
配
分
を

二
〇
二
六
年
ま
で
固
定
す
る
こ
と
が
憲

法
改
正
で
決
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
も
し
、

人
口
比
で
区
割
り
を
見
直
す
と
、
人
口

成
長
率
が
高
い
北
部
諸
州
な
ど
に
議
席

が
多
く
配
分
さ
れ
て
し
ま
い
、
南
部
な

ど
の
諸
州
が
政
治
的
に
不
利
に
な
っ
て

し
ま
う
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
州

の
基
本
的
構
成
原
理
は
言
語
や
文
化
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
州
は
民
族
に
連
な

る
単
位
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
州
間
の

議
席
定
数
の
安
易
な
変
更
は
民
族
的
感

情
を
刺
激
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ

を
避
け
る
た
め
の
連
邦
国
家
な
ら
で
は

の
取
り
決
め
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

結
果
と
し
て
極
端
な
「
一
票
の
格
差
」

が
生
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
二
〇
一
四

年
連
邦
下
院
選
挙
で
は
、
選
挙
人
数
が

最
小
で
あ
る
ア
ラ
ビ
ア
海
上
の
ラ
ク

シ
ャ
ド
ゥ
イ
ー
プ
選
挙
区

（
四
万
九
九
〇
〇
人
）
と
最
大
の
ア
ー

ン
ド
ラ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
マ
ル
カ
ジ

ギ
リ
選
挙
区（
三
一
八
万
三
〇
〇
〇
人
）

の
比
は
六
三
・
八
倍
に
も
な
っ
て
い
る
。

●
社
会
的
弱
者
層
に
対
す
る
バ
ラ

ン
ス
と
し
て
の
留
保
制
度

　

社
会
的
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
点
で
は
、

社
会
的
弱
者
に
対
し
て
も
配
慮
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
連
邦

下
院
を
例
に
と
れ
ば
、
五
四
三
の
選
挙

議
席
は
一
般
議
席
と
、
不
可
触
民
と
し

て
歴
史
的
に
差
別
を
受
け
て
き
た
「
指

定
カ
ー
ス
ト
」（
Ｓ
Ｃ
ｓ
）
お
よ
び
後

進
的
な「
指
定
部
族
」（
Ｓ
Ｔ
ｓ
）に「
留

保
」
さ
れ
る
議
席
に
分
類
さ
れ
る
。
現

在
、
人
口
比
に
応
じ
て
前
者
は
八
四
議

席
、
後
者
は
四
七
議
席
で
あ
る
。
こ
れ

に
加
え
て
二
議
席
を
大
統
領
が
ア
ン
グ

ロ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
か
ら
選
ぶ
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
Ｓ
Ｃ
ｓ
／
Ｓ
Ｔ
ｓ
の
留
保

議
席
は
彼
ら
が
社
会
的
に
発
展
し
一
般

の
人
々
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
な
れ
ば
廃
止

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
社
会

的
疎
外
、
後
進
性
は
解
消
さ
れ
た
と
は

言
い
難
く
、
一
〇
年
ご
と
の
見
直
し
で

も
継
続
が
決
議
さ
れ
続
け
て
き
た
。

　

社
会
的
に
後
進
的
な
階
層
に
議
席
を

留
保
し
て
政
治
的
発
言
力
を
保
障
す
る

と
い
う
仕
組
み
は
、
州
政
府
下
の
パ
ン

チ
ャ
ー
ヤ
ト
制
度
で
は
さ
ら
に
細
分
化

し
て
い
る
。
多
く
の
州
で
Ｓ
Ｃ
ｓ
／
Ｓ

Ｔ
ｓ
に
加
え
て
「
そ
の
他
後
進
階
級
」

特集
選挙の風景

近
藤 

則
夫

村
の
選
挙
と
社
会
的
弱
者

―
イ
ン
ド
―
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（
Ｏ
Ｂ
Ｃ
ｓ
）、
女
性
に
留
保
制
度
を
設

定
し
て
い
る
。
Ｏ
Ｂ
Ｃ
ｓ
と
は
、
Ｓ
Ｃ

ｓ
／
Ｓ
Ｔ
ｓ
に
対
す
る
よ
う
な
社
会
的

疎
外
は
な
い
が
、
社
会
的
・
教
育
的
に

後
進
的
と
さ
れ
る
階
層
で
あ
る
。
女
性

の
留
保
枠
が
設
定
さ
れ
た
の
は
、
女
性

の
地
位
の
低
さ
ゆ
え
で
あ
る
。
ち
な
み

に
連
邦
下
院
、
州
議
会
で
も
女
性
留
保

議
席
を
設
け
る
こ
と
が
今
日
ま
で
度
々

議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
実
現
し
て
い
な

い
。

　

以
上
の
留
保
制
度
は
、
社
会
階
層
間

の
大
き
な
格
差
が
な
く
な
れ
ば
消
滅
す

べ
き
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
い
わ

ば
、
過
渡
的
な
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
「
過
渡
期
の
制
度
」
ゆ
え
に

様
々
な
問
題
点
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が

最
も
鮮
明
に
な
る
の
が
、
パ
ン
チ
ャ
ー

ヤ
ト
制
度
、
特
に
行
政
村
レ
ベ
ル
の
選

挙
で
あ
る
。
行
政
村
の
公
職
、
特
に
村

長
は
政
府
に
よ
る
貧
困
軽
減
事
業
や
各

種
の
社
会
開
発
事
業
の
決
定
に
お
い
て

大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
誰
が
村
長
に

選
ば
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
村
人
の
利
害

関
係
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
筆
者
が

調
査
し
た
こ
と
の
あ
る
北
イ
ン
ド
の
ウ

ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
東
部
の
村

の
経
験
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

●
選
挙
に
お
け
る
留
保
制
度
と
村

の
政
治

　

同
州
で
は
、
各
地
域
の
Ｓ
Ｃ
ｓ
／
Ｓ

Ｔ
ｓ
、
Ｏ
Ｂ
Ｃ
ｓ
の
人
口
比
に
応
じ
て
、

女
性
の
場
合
は
一
律
三
三
％
と
し
て
、

村
長
や
村
会
メ
ン
バ
ー
に
留
保
枠
を
設

け
て
い
る
。
Ｓ
Ｃ
ｓ
／
Ｓ
Ｔ
ｓ
、
Ｏ
Ｂ

Ｃ
ｓ
が
集
中
し
て
い
る
地
域
が
特
定
で

き
な
い
場
合
や
、
女
性
の
場
合
は
、
留

保
枠
は
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
る
。
村

レ
ベ
ル
の
政
治
、
特
に
様
々
な
政
府
事

業
が
か
ら
む
場
合
、
決
定
的
に
重
要
な

ポ
ス
ト
は
村
長
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の

よ
う
な
留
保
制
度
を
特
徴
と
す
る
選
挙

で
村
長
に
つ
い
た
者
が
、
村
の
選
挙
で

合
言
葉
と
な
る
「
開
発
」
の
た
め
に
適

切
な
役
割
を
果
た
せ
る
か
ど
う
か
、
で

あ
る
。

　

筆
者
が
二
〇
一
二
年
一
二
月
に
訪
れ

た
Ａ
県
の
Ｎ
村
で
は
二
〇
一
〇
年
の
行

政
村
の
選
挙
で
村
長
は
Ｏ
Ｂ
Ｃ
ｓ
か
つ

女
性
に
留
保
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め

Ｏ
Ｂ
Ｃ
ｓ
出
身
で
女
性
の
Ｓ
Ｄ
さ
ん
が

村
長
と
な
っ
て
い
た
。
以
下
は
筆
者
と

の
会
話
で
あ
る
。

Ｑ 

：
な
ぜ
、村
長
に
な
っ
た
の
で
す
か
？

Ａ 

：
村
の
す
べ
て
の
人
の
開
発
の
た
め

村
長
に
な
り
ま
し
た
。

Ｑ 

：
村
長
の
仕
事
は
ど
う
で
す
か
？

Ａ 

：
村
長
を
や
る
の
は
悪
く
な
い
で
す
。

会
議
に
は
だ
い
た
い
夫
が
来
て
く
れ

る
し
、
い
つ
も
助
け
て
く
れ
ま
す
。

前
の
村
長
は
、
た
い
し
た
こ
と
を
し

な
か
っ
た
が
、
私
は
溜
池
を
作
り
ま

し
た
。
こ
の
一
年
で
村
会
を
二
回
や

り
ま
し
た
が
、
議
題
は
開
発
に
関
す

る
こ
と
が
主
で
、「
カ
ラ
ン
ジ
ャ
ー
」

と
呼
ば
れ
る
レ
ン
ガ
に
よ
る
村
道
の

舗
装
事
業
、貧
困
層（
Ｓ
Ｃ
ｓ
の
人
々

を
優
遇
）
の
た
め
の
「
イ
ン
デ
ィ
ラ

住
居
事
業
」、
ハ
ン
ド
ポ
ン
プ
な
ど

の
要
求
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
事
業

を
県
へ
要
求
し
た
り
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
村
長
は
政
府
の
開
発
事

業
を
村
に
導
入
す
る
場
合
、
ま
と
め
役

を
果
た
し
て
い
る
が
、
気
に
な
る
の
は

「
夫
」
の
存
在
で
あ
る
。
女
性
の
声
を

政
治
に
届
け
る
た
め
の
女
性
留
保
制
度

で
あ
る
が
、
多
く
の
調
査
で
女
性
は
、

実
際
上
は
「
夫
」
や
有
力
者
の
「
操

り
人
形
」
化
し
て
い
る
と
い
わ
れ

る
。
こ
れ
も
実
態
は
そ
れ
に
近
い
。

次
は
同
じ
行
政
村
内
で
Ｓ
Ｃ
ｓ
が

集
中
す
る
地
区
の
Ｓ
Ｃ
ｓ
出
身
の

初
老
の
男
性
と
の
面
談
で
あ
る
。

Ｑ 

：
今
の
村
の
状
況
は
い
か
が
で
す

か
？

Ａ 

：
前
の
村
長
は
同
じ
Ｓ
Ｃ
ｓ
出
身（
前

の
選
挙
の
時
は
村
長
は
Ｓ
Ｃ
ｓ
に
留

保
さ
れ
て
い
た
）
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
時
は
井
戸
の
修
復
や
、
カ
ラ
ン
ジ

ャ
ー
、
イ
ン
デ
ィ
ラ
住
居
事
業
な
ど

一
定
の
こ
と
を
こ
の
地
区
の
た
め
に

や
っ
て
く
れ
た
が
、
今
の
村
長
は
何

も
し
て
く
れ
な
い
。
道
路
工
事
で
の

道
路
コ
ー
ス
の
決
定
な
ど
で
は
自
分

の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
し
て
し
ま
う

問
題
が
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
よ
う
に
極
端
な
格
差
が
存

在
す
る
社
会
で
は
、
弱
者
の
声
を
政
治

の
場
に
届
け
る
制
度
は
過
渡
期
の
仕
組

み
と
し
て
は
必
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
弱
者
層
の
声
を
政
治
行
政
に

バ
ラ
ン
ス
よ
く
反
映
さ
せ
る
と
い
う
選

挙
制
度
の
意
図
が
実
現
さ
れ
る
の
は
ま

だ
ま
だ
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
。

（
こ
ん
ど
う　

の
り
お
／
ア
ジ
ア
経
済
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